
第

二

千

八

百

十

二

号

平

成

二

十

九

年

一

月

十

日

(

火
曜
日)

目

次

規

則

○
岐
阜
県
職
員
宿
舎
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

管

財

課)

七
ペ
ー
ジ

告

示

○
道
路
の
区
域
変
更

(

道
路
維
持
課)

七

公

示

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
申
請

(

環
境
生
活
政
策
課)

八

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
関
す
る
件

(

商
業
・
金
融
課)

八

○
公
共
測
量
の
終
了

(
用

地

課)

九

○
岐
阜
都
市
計
画
の
図
書
の
縦
覧

(
都
市
政
策
課)

九

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任

(

西
濃
農
林
事
務
所)

九

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

(

同

)

九

規

則

岐
阜
県
職
員
宿
舎
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
九
年
一
月
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
一
号

岐
阜
県
職
員
宿
舎
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
職
員
宿
舎
管
理
規
則(

昭
和
三
十
二
年
岐
阜
県
規
則
第
三
十
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
二
条
第
一
号
中｢

警
察
本
部
長｣

の
下
に｢

、
警
察
署
長
、
警
察
署
副
署
長
又
は
警
察
署
次
長｣

を
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

岐
阜
県
告
示
第
六
号

道
路
法(
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
九
年
一
月
十
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持

課
及
び
岐
阜
県
郡
上
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。
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○

○

岐

阜

県

公

報

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
二
十
九
年
一
月
十
日



一
般
国
道

道
路
の
種
類 一

般
国
道

道
路
の
種
類

二
百
五
十

六
号

路
線
名

二
百
五
十

六
号

路
線
名

郡
上
市
八
幡
町
旭
字
堀
越
一

〇
一
二
番
二
地
先
か
ら

同

市
同

町
同
字
同

一

〇
一
二
番
一
五
四
地
先
ま
で

区

間

郡
上
市
八
幡
町
旭
字
堀
越
一

〇
一
二
番
一
一
二
地
先
か
ら

同

市
同

町
同
字
同

一

〇
一
二
番
一
五
八
地
先
ま
で

区

間

後 前 区
域
変
更
前
後
別 後 前 区

域
変
更
前
後
別��･�〜��･� �･�〜��･� 敷

地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル) ��･�〜��･� �･�〜��･� 敷
地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル)���･� ���･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル) ���･� ���･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

備

考

備

考

公

示

平
成
二
十
九
年
一
月
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
七
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
九
年
一
月
十
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持

課
及
び
岐
阜
県
郡
上
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
九
年
一
月
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非

営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
で
準
用
す
る
第
十
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
九
年
一
月
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
八
年
十
二
月
十
二
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
き
っ
ぱ
づ
け

三

代

表

者

の

氏

名

稲
葉

秀
章

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岐
阜
県
郡
上
市
白
鳥
町
白
鳥
九
六
八
番
地
の
二
一

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
郡
上
地
域
に
お
い
て
、
高
齢
者
や
障
害
者
を
対

象
と
し
た
配
食
サ
ー
ビ
ス
を
中
心
に
、
日
常
生
活
の
お
手
伝
い
を

し
な
が
ら
さ
り
気
な
く
見
守
り
、
高
齢
者
の
生
活
支
援
、
商
店
街

の
活
性
化
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
関
す
る
件

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模

小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
変
更
届
出
書
等
は
平
成
二
十
九
年
一
月
十
日
か
ら
四
月
間
岐
阜
県
商
工
労
働
部
商
業
・

金
融
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

ま
た
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配

慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
こ
の
公
示
の
日
か
ら
四
月
以
内
に
岐
阜
県
に
対
し
意

見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
二
十
九
年
一
月
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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一

届
出
年
月
日

平
成
二
十
八
年
十
二
月
十
九
日

二

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称

三
井
住
友
信
託
銀
行
株
式
会
社

三

建
物
の
名
称
及
び
所
在
地

モ
レ
ラ
岐
阜

本
巣
市
三
橋
字
糸
貫
川
通
一
一
〇
〇
番
一

外

四

変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻

(

変
更
前)

午
前
十
時
〜
午
後
十
時

(

変
更
後)

一
部
店
舗
の
み

午
前
七
時
〜
午
後
十
一
時

○
公
共
測
量
の
終
了

測
量
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
可
児
市
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
終
了
し
た
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、

同
法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
九
年
一
月
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

作
業
機
関

可
児
市

二

作
業
種
類

公
共
測
量(

基
準
点
測
量)

三

作
業
期
間

平
成
二
十
八
年
十
月
三
十
一
日
か
ら

同

年
十
二
月
十
三
日
ま
で

四

作
業
地
域

可
児
市
美
里
ケ
丘
地
区

○
岐
阜
都
市
計
画
の
図
書
の
縦
覧

都
市
計
画
法(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
都
市
計
画
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
二
十

一
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
衆

の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
九
年
一
月
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

岐
阜
都
市
計
画
用
途
地
域

二

縦
覧
場
所

岐
阜
県
都
市
建
築
部
都
市
政
策
課
及
び
北
方
町
都
市
環
境
課

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り

公
示
す
る
。

平
成
二
十
九
年
一
月
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

退
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

退

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

福
束
用
水

土
地
改
良

区

平
成
��･�･�
理
事

淺

野

常

夫

安
八
郡
輪
之
内
町
中
郷
新
田
四
二
九
番
地

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

土
地
改
良
法(
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
及
び
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項
の
規
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定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
九
年
一
月
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

退
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

退

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

福
束
用
水

土
地
改
良

区

平
成
��･��･��
理
事

木

野�
之

安
八
郡
輪
之
内
町
海
松
新
田
九
三
一
番
地
の
一

同

近

藤

泰

治

同

下
大
榑
三
〇
五
七
番
地

同

浅

野

利

通

同

楡
俣

一
三
六
三
番
地

同

片

野

國
太
郎

同

大
藪

九
四
七
番
地

同

小

林

亮

夫

同

福
束

一
六
番
地

同

北

島

正

司

同

南
波

二
八
七
番
地

監
事

篠

田

實

同

塩
喰

四
二
五
番
地

同

國

島

幹

夫

同

四
郷

一
一
一
番
地

同

馬

渕

春

巳

同

福
束
新
田
八
八
〇
番
地

就
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

就

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

福
束
輪
中

土
地
改
良

区

平
成
��･��･��
理
事

木

野�
之

安
八
郡
輪
之
内
町
海
松
新
田
九
三
一
番
地
の
一

同

佐

藤

均

同

藻
池
新
田
五
〇
九
九
番
地

同

森

島

省

二

同

下
大
榑
新
田
一
三
一
〇
番
地

同

片

野

國
太
郎

同

大
藪

九
四
七
番
地

同

小

塚

誓

治

同

四
郷

二
二
五
八
番
地

同

松

井

繁

章

同

里

六
九
六
番
地
の
一

同

金

森

芳

幸

同

南
波

一
一
一
七
番
地

監
事

尾

崎�
美

同

大
藪

七
五
五
番
地

同

水

谷

豊

同

福
束
新
田
一
一
一
番
地

同

加

藤

数

博

同

中
郷

二
一
二
番
地

������ � � � � � ���������� � ���
平
成
二
十
九
年
一
月
十
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

編

集

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社


